
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて 

 

介護保険法に基づきサービスを提供している事業所は、各指定基準で事故発生時には市

町村に報告しなければならないこととなっております。そのため、三戸町における事故発

生時の報告取扱いについて次のとおりとなります。  

 

１ 対 象  

① 三戸町の被保険者に対して介護サービスを提供するもの 

② 三戸町内を所在地とする介護保険法（平成９年法律第１２３号）における指定居宅

サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保

険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指

定介護予防支援事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者並びに指定通所介護事

業者等で提供する宿泊サービスを提供する事業者  

  

２ 報告の範囲  

 各事業者は、次の場合、関係市町村（三戸町及び被保険者の属する市町村）へ報告を

行うこととする。  

（１） サービス提供中の利用者の怪我又は死亡事故の発生 

ア 「サービス提供中」とは、送迎・通院等を含む。 

イ 「怪我」とは、転倒又は転落に伴う骨折及び出血、火傷、誤嚥、誤薬等で医療機

関において治療（当該施設内及び併設医療機関での医療処置を含む。）又は入院した

ものを原則とする。 

ウ 怪我、死亡事故等については、事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者の

自己責任及び第三者の過失による事故を含む。 

エ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性の

あるときは報告すること。 

（２） 感染症、食中毒の発生又はそれが疑われる事例 

ア 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 １

０年法律第１１４号）第６条１項に規定する感染症のうち、５類感染症以外のもの



とする。ただし、５類感染症であっても、 インフルエンザ又は感染性胃腸炎は報告

の対象とする。 

イ 報告の基準は、次のいずれかに該当する場合とする。 

（ⅰ） 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又

は重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合 

（ⅱ） 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれが疑われる者が１０名以上又

は全利用者の半数以上発生した場合 

（ⅲ） （ⅰ）又は（ⅱ）に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る

感染症等の発生が疑われ、 特に管理者が報告を必要と認めた場合 

ウ 関連する法に届出義務が規定されている場合には、これに従うこと。 

（３） 利用者が行方不明となった場合 

ア 行方不明となったその当日中に発見できなかった場合 

イ 警察に捜索願を届け出た場合 

（４） 従業員の法令違反、不祥事等があった場合 

（５） 火災、地震、風水害、その他これらに類する災害による被害があった場合 

（６） その他、報告が必要と認められる事故が発生した場合 

（７） 上記のほか、サービスの提供において利用者の処遇に著しい影響を与えた場合 

 

３ 報告の手順  

報告の手順は、次のとおりとする。 

（１） 事業者は、前条に定める事故が発生した場合は、第一報を速やかに当該利用者

の家族等に連絡するとともに、三戸町に対して事故報告書により報告するものと

する。その際、少なくとも事故報告書内の１から６の項目までについて可能な限

り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に、電子メール等で提

出すること。ただし、前条に定める死亡事故、感染症、食中毒又はその他重大事

故の発生の場合は、事故発生後速やかに電話にて報告したうえで、事故報告書を

提出するものとする。 

（２） 事業者は、前号で定める第一報後において、状況の変化等必要に応じて、追加

の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告するも

のとする。 

 



４ 報告先 

三戸町健康推進課高齢者支援班  

  〒０３９－０１９８  

   三戸郡三戸町大字在府小路町４３番地 

電話  ０１７９－２０－１１５３（直通）  

FAX    ０１７９－２０－１１０５  

    メールアドレス  kaigo@town.sannohe.lg.jp  

  

  注 報告には利用者の個人情報が含まれるため、取扱いについては十分注意するこ

と。 

 

◎受傷事故発生時の対応について 

〇損害賠償について 

運営基準では、各事業所で万が一に備えて「損害賠償保険加入する」か「賠償資力を有する」こ

とが望ましいとされています。また、結果的に死亡に至った事故も発生した場合、賠償責任を問わ

れる事態も考えられることから、万が一に備えての体制整備をお願いいたします。 

一般的に利用者及びその家族は受傷時の医療費については「事業所に請求しにくい」という意識

が働いていることも想定されることから、事故原因の分析や保険会社と相談し、利用者及び家族が

不利益を被らないような配慮が必要です。 

※運営基準においては、『利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。』と定められています。 

〇利用者及び家族への対応について 

前述のような金銭的な面を含め、サービス提供を受けている利用者及びその家族は、残念ながら

未だ「介護保険制度による契約を通した対等な関係」となっているとは感じておらず、「今後のサ

ービス提供の継続を念頭に我慢」している状況も散見されます。利用者及びその家族が一方的に経

済的・精神的に不利益を被らないよう、事故原因の分析を通して、利用者及びその家族と事業者が

それぞれ不信感を抱かないよう納得するまで話し合いましょう。 

〇再発防止について 

受傷事故発生後は、事故防止検討委員会（特養・老健での呼称）等を早期に立ち上げ、「事故発

生原因の究明、防止策の検討」を行い、事業に従事する全ての職員に周知し、共通理解を図ること

により「受傷事故０（ゼロ）の事業所づくり」を目指しましょう。 



 

 



  



 

 

 


